








1.出生前診断とは

出生前に子宮内の胎児の先天異常の有無を診断する種々の方法を総称して出生前診断とい

う。表 1に示したように、出生前診断には検査に用いる検体および検査の実施時期等の異

なるいくつかの方法がある。(1)1950 年代の初めに Bevis が羊水の分析による胎児と妊婦

の間の血液型 Rh 不適合の診断を報告して以来、羊水診断は出生前診断の代表的な診断方

法とされてきた。羊水診断は、妊娠 16週から 18 週の時期に穿刺針を用いて妊婦の子宮か

ら 10m1 程の羊水を採取し、羊水やこの中に浮かんでいる胎児細胞を培養・分析すること

によって胎児の染色体異常や先天代謝異常の有無を診断する方法である。妊娠中期に行わ

れるこの方法に対して、妊婦に対する心身両面にわたる負担の軽減を謳った絨毛診断が

1980 年代末にはわが国でも実施されるようになった。絨毛診断(CVS)は、妊娠 9週から 11

週の時期に妊婦の子宮の絨毛膜の組織を採取して検査を行う方法である。1992 年 7 月に

日本学術会議と日本先天異常学会との共催で行われたシンポジウム「胎児診断と胎児治

療」の席上で福島県立医科大学の佐藤章教授が行った報告によれば、厚生省心身障害研究

「胎児異常の管理指針」研究班が全国60 大学を対象として 1991 年に行った調査では、こ

の 1 年間に全国で 3,600 件以上の出生前診断が行われており、その内訳は羊水検査 3,233

件、絨毛診断が 62 件、さい帯血の検査が 338件であったという。


